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主        文  

    被告人は無罪。  

理        由  

第１  本件公訴事実の要旨  

本件公訴事実の要旨は，「被告人は，株式会社Ａ（以下「Ａ」という。）の

代表取締役を務めていた差戻し前の第一審の相被告人Ｂから，差戻し前の

第一審の弁論分離前の相被告人Ｃと共にＡの事業に関する相談を受けてい

たものであるが，北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び

中小企業の競争力の強化に関する条例（以下「本件条例」という。）に基づ

く補助金名下に金銭をだまし取ろうと企て，Ｂ及びＣと共謀の上，真実は，

Ａが北海道虻田郡 a 町所在の太陽光発電施設（以下「 a 町施設」という。）

を操業した事実はなく，本件条例の施行規則に定める新エネルギー供給業

の工場等の新設のためのＡの投資額が１０億円以上である事実もないのに，

平成２７年９月２９日，札幌市 b 区内の北海道庁別館において，北海道石

狩振興局（以下「北海道」の表記を省略する。）の職員に対し，Ａが a 町施

設を操業し，かつ，Ａの投資額が合計１１億９１５５万８０００円である

旨の内容虚偽の補助金交付申請書を提出して補助金５９５７万７０００円

（以下「本件補助金」という。）の交付を請求し（以下「本件補助金申請」

という。），さらに，同年１０月１７日，施設において，検査を担当した前

記職員に対し，Ａが操業しているように装い，石狩振興局副局長をして，

その旨誤信させて本件補助金の交付を決定させ，よって，同月３０日，Ａ

名義の預金口座に５９５７万７０００円を振込入金させた。」というのであ

る。  

第２  本件の経過  

１  差戻し前の第一審判決  

差戻し前の第一審は，被告人において，本件補助金申請が後記第４の１
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⑵の要件（本件交付要件）を満たしていないことを少なくとも未必的に認

識し，Ｂ及びＣと共謀して本件補助金を交付させたとして，ほぼ本件公訴

事実どおりの事実を認定し，被告人に対して懲役２年・４年間執行猶予の

判決を言い渡した。これに対し，被告人が控訴した。  

２  控訴審判決  

⑴  控訴審判決の概要  

控訴審は，差戻し前の第一審においては，本件補助金申請が本件交付要

件を満たしていないことの認識及び正犯性とは別に，詐欺の意思連絡の有

無及びそれを前提とした詐欺の故意を判断するのに必要な審理が尽くされ

ていたとはいい難く，差戻し前の第一審判決には審理不尽に基づく事実誤

認があり，この事実誤認は，本件公訴事実を直接左右する判断に関わるも

のであるから，判決に影響を及ぼすことが明らかであると判断し，差戻し

前の第一審判決を破棄し，更に審理を尽くさせるため，本件を当庁に差し

戻した。  

⑵  控訴審判決の指摘  

控訴審は，差戻し前の第一審判決について次のように指摘する。  

すなわち，被告人が本件交付要件を満たしていないことを少なくとも未

必的に認識していたという判断は不合理とはいえない。一方で，被告人が

本件補助金申請に反対する趣旨の発言をしたことが認められ，Ｂが，被告

人及びＣ（以下，両名を「被告人ら」という。）には詳細を隠しつつ，補助

金を受け取る方法を画策していたことをうかがわせる事情がある。しかし，

差戻し前の第一審判決においては，被告人が本件補助金申請に反対する趣

旨の発言をした後，本件補助金申請までの間に，本件交付要件を満たす可

能性のない本件補助金申請が継続されていることをどのようにして，どの

程度知っていたのか，それを前提として本件補助金申請に関与していたこ

との意味合いが明らかではない。被告人とＢの間で本件補助金を折半する
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合意（以下「折半の合意」という。）が存在し，実際に本件補助金の半額が

送金された事実（以下「半額の送金」という。）が詐欺の意思連絡との関係

でどのような意味合いを有するかも明らかではない。  

本件において共謀を認定するためには，被告人が本件補助金申請に反対

する趣旨の発言をしていながら，Ｂとの間で詐欺の意思連絡がされたこと

を認定するための重要な事実を明らかにする必要があったが，差戻し前の

第一審においては，Ｃの証人尋問や被告人質問においてそれらの事実に焦

点を当てた質問がされておらず，審理不尽である。  

第３  当審における審理内容及びその結論の要旨  

当裁判所は，控訴審の指摘を踏まえた上，差戻し前の第一審において取

り調べた証拠に加え，新たに取り調べた証拠（当審において，Ｃの証人尋

問及び被告人質問を実施するとともに，書証を取り調べた。）をも併せ検討

した結果，以下に述べる理由から，詐欺の意思連絡及びそれを前提とした

詐欺の故意があると認めるにはなお合理的な疑いが残るとの判断に至った。 

第４  前提となる事実関係  

１  差戻し前の第一審において取り調べた証拠及び当審において新たに

取り調べた証拠によれば，まず，Ｂと被告人らとの間の意思連絡に関する

外形的な事実関係としては，次のとおりの事実が認められる。  

 Ａは，北海道内の a 町及び c 町において太陽光発電施設の設置とそ

の事業化を計画し，平成２５年９月，株式会社Ｄ（以下「Ｄ」という。）と

の間で，両町の太陽光発電施設（以下「本件両太陽光発電施設」という。）

に係る請負工事を発注する旨の基本合意をした。また，Ｂは，同年１０月

頃，被告人に対して同工事の代金（以下「本件請負工事代金」という。）に

係る資金調達等の相談及びその依頼をした。そして，被告人は，平成２６

年１月ないし２月頃から，その長男であるＣと共に，Ａのため，Ｅ公庫に

対して，融資を申し込み，交渉をした。その結果，いったんは約７億２０
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００万円の融資が受けられることが見込まれるに至った。  

 北海道においては，本件条例及びその施行規則により，１０億円以

上を投資して太陽光発電事業の施設を新設し，その施設の操業を開始・継

続する場合（本判決において「本件交付要件」という。）には補助金が交付

されることとされていた。  

被告人らは，この制度を知り，Ａも補助金の交付を受けることができる

のではないかと考え， 平成２６年４月頃以降，石狩振興局の担当者との間

で，補助金の申請手続や本件交付要件等の詳細な情報の提供を受けるとと

もに，事務的な打合せを進め，Ｂに報告するなどしていた。  

 平成２６年９月頃，Ａにおいて工事費用の増額が必要になり，被告

人がＥ公庫に融資の前倒しの申入れをして，同年１０月２８日，Ｅ公庫か

らＡに対して３億６０００万円の融資が行われ，ＡからＤに対し，本件請

負工事代金の一部として同額が支払われた。もっとも，この融資額は前記

の見込額の半額にとどまっており，Ａにおいては，以後も資金調達の見込

みが十分には立っておらず，本件請負工事代金の支払が危ぶまれる状況に

あった。そこで，この頃以降，Ｄの担当者は，後記のとおり，Ｂとの間で，

a 町施設の売却について話し合うようになった（この点に関する事実経過

は 被告人には知らされなかっ

た  。）。  

このような流れを受けて，Ｅ公庫は，Ａが a 町施設を売却するのであれ

ば更なる融資はできないと判断し，このことをＢに伝えた。そのため，Ａ

においては，資金調達の目途が一層立たなくなった。  

⑷  そこで，Ｂ及び被告人らは，平成２６年１１月頃に話し合った。こ

の中で，Ｂは，a 町施設をＤに取られてしまう旨述べた。これを受けて，被

告人は，そうなると本件交付要件を満たさなくなるため，本件補助金申請

を取り下げなくてはならない旨述べた。すると，Ｂは，まだ時間があるの
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でもう少しいろいろと検討しようと述べた。    

Ｂ及び被告人らは，平成２７年１月２０日頃にも話し合った。この中で，

Ｂは，被告人らに対し，ＤがＡを支援しており，弁護士等と相談したとこ

ろ， a 町施設についてＤのために譲渡担保権を設定して８億円の融資を受

けることを前提に，Ａが a 町施設の運営等に関わるとの体裁を整え，補助

金の交付を申請することとするので，運営に問題ない旨述べた。もっとも，

Ｂは，その具体的な内容について話をしなかった。被告人らは，Ｂが相談

しているという弁護士等の氏名を尋ねたが，Ｂは，これを明らかにせず，

はぐらかすような受け答えをした。そこで，被告人は，Ｂに対し，何か不

備があったり，うそ等を申請したりした場合には捕まる旨述べるとともに，

a 町施設の売却が決まれば連絡するように依頼した。  

⑸  Ｂは，平成２７年５月頃，ＡとＤとの間における「金銭消費貸借、

及び動産担保権設定契約書」と題する書面（以下「本件譲渡担保契約書」

という。）を作成した。本件譲渡担保契約書には，本件両太陽光発電施設に

必要な建設資金１２億円余りのうち上記 の既払分を差し引いた未払分で

ある９億円余りをＤが立て替えることとし，その返済について，１０年間，

１２０回の分割払いとして，Ａの売電収入から充当することとした上，利

息・損害金についてはこれを定めない一方，その支払を担保するため，a 町

施設の名義をＤ又はその指定する者に変更することが記載されていた。も

っとも，実際にはＡとＤとの間でこのような合意はなかった。  

⑹  被告人らは，平成２７年５月頃，Ｂから，本件補助金申請に当たっ

て石狩振興局に提出する書類の案として，本件譲渡担保契約書と同旨のも

のを見せられた。被告人は，その内容を見て，金額，返済期間や利息の有

無に関する点がＡにかなり都合のよいものと感じ，Ｂに対し，問題があっ

たりうその申請をしたりしたら捕まると述べたり，これほど一方に都合の

よい契約書に判を押してもらえるのか，と述べたりした。これに対して，
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Ｂは，Ｄ側とのやり取りも踏まえているので大丈夫である旨答えた。  

⑺  Ｂは，平成２７年９月２９日，北海道知事宛てに補助金交付申請書

を提出した。そして，同年１０月１６日から同月１７日にかけて，a 町施設

において石狩振興局の担当者による実地検査が行われ，ＢらＡの従業員が

これに立ち会った。  

⑻  そして，平成２７年１０月２２日，本件補助金の支給が決定され，

同月３０日，Ａに対してこれが支給された。  

２  Ｃの供述の信用性  

差戻し前の第一審及び当審においては，Ｃの証人尋問が実施されたとこ

ろであり，上記１の認定も，Ｃの供述によるところがある。そこで，Ｃの

供述の信用性について検討しておく。  

Ｃの供述のうち，Ｃ自身の本件交付要件を満たさないことの認識等に関

する部分について疑問が残るものの，差戻し前の第一審における基本的な

事実関係に関する供述については，その余の証拠関係とも整合しており，

概ね信用できるところである。  

また，当審におけるＣの供述についても，これと矛盾しない範囲で信用

できる。なお，当審におけるＣの供述の中には，差戻し前の第一審におけ

る供述が自己の記憶のとおり正確に供述したものではないと述べるものが

ある。しかしながら，当審におけるＣの供述のうちこのような部分につい

ては，記憶が減退した中でのものであるとも考えられる。そこで，Ｃの供

述のうち，差戻し前の第一審における基本的な事実関係に関する供述は信

用できるものとして，以下の検討を進める（なお付言すると，仮に，当審

におけるＣの供述が信用でき，差戻し前の第一審における供述がこれに反

する限度で信用できないとしても，本判決における最終的な結論に影響を

及ぼすものではない。）。  

第５  事実関係を前提にした評価  
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そこで上記第４の１で認定した事実関係を基に，控訴審判決が指摘する

点について検討する。  

１  被告人が本件補助金申請に反対する趣旨の発言をした後，平成２７

年９月２９日にその申請がされるまでの間に，本件交付要件を満たす可能

性のない本件補助金申請が継続されていることをどのようにして，どの程

度知っていたのかについて  

 a 町施設の売買の経過  

まず，本件交付要件を欠く原因となった a 町施設のＡからＤへの売買の

経過について見ておく。この売買は，Ｄによる提案・主導の下，次のとお

り進められていたものであると認められる。  

ア  ＤのＦは，Ａの資金調達の見込みに疑念を抱き，本件請負工事代金

の支払が受けられなくなるおそれがあると考え，平成２６年７月頃から１

１月頃にかけて，Ｂに対し，資金調達ができなければ本件両太陽光発電施

設のうち１か所を他の者に売却してもらいたいなどと告げ，ＦとＢとの間

で，平成２７年１月までには，本件両太陽光発電施設が完成した後に，a 町

施設をＤ又はその他の者に売却する方針が固まり，その売却交渉について

Ｄに委任された。   

イ  その後，ＢとＤの担当者らとの間では，本件請負工事代金について

の交渉が続けられ，同年７月２４日，本件請負工事代金が１１億４０００

万円であることを前提にし，ＡからＤに既に支払われた合計４億１００万

円について，すべて c 町施設の工事代金に充当するとともに，Ｄが a 町施

設を他の者に売却することにより得る利益を a 町施設の工事代金に充当す

ること等を合意した。  

ウ  同年８月１５日，Ｄを売主，Ｈを買主とする a 町施設に関する売買

契約が締結され，同年９月１７日までに８億円余りの代金支払がされた。

翌１８日，a 町施設がＨに引き渡され，Ｈの担当者の指示により連系，操業
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が開始され，以後ＨからＩに対する供給が継続した。  

 Ｂの意図  

次に，上記の経過におけるＢの意図を検討しておく。Ｂは，上記のとお

り a 町施設の売却についてＤの担当者と共に手続を進めていた一方，本件

交付要件を満たさないまま本件補助金申請に及ぶことを強く企図していた

ところであったと認定することができる。  

すなわち，Ｂは，前記 のとおり，平成２６年１１月頃

に被告人らに対して a 町施設の売却の可能性についていったん持ち出して

はいるものの，被告人らから本件交付要件を満たさなくなる旨指摘を受け，

さらに，平成２７年１月２０日頃及び同年５月頃にも類似の指摘を受けて

いた。また，Ｂは，同年３月１０日，ＤのＦ，Ｊ，Ｋらとの間で話し合った

際，Ｆらから，a 町施設については売却が決定されているので，補助金交付

を申請すべきではない旨言われていた。さらに，Ｂは，同月１３日，Ｊに

対して，被告人から a 町施設の売却が決まれば連絡するように指示されて

いることを伝えるとともに，補助金の交付が内定している旨伝えた上，「誰

にも迷惑が掛からない解決策がないかを相談したところ，取りあえずはこ

のまま進めましょうとのことです」との電子メールを送信した（なお，こ

の電子メールが実際に被告人と相談して被告人の意向を反映したものでな

いことは後述する。）。その後も，Ｂは，Ｆらに対し，Ｄの関係者の指摘に

反してでも本件補助金申請に及ぶ意向を伝えていた。また，Ｂは，Ｋに対

し，その意向があることを前提として，文書で，本件補助金申請のため「ダ

ミーの契約書」の作成が必要であること，本件補助金について返還するこ

とになると思われるが，いずれにしてもＤには迷惑をかけないこと等を伝

えていた。その後， a 町施設の

所有権がＨに移転し，Ｈが操業しているにもかかわらず，Ｂは，補助金交

付申請書を提出した上，石狩振興局職員による実地検査にも立ち会ってい
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た。  

このように，Ｂは，平成２７年１月以降，被告人のみならずＤの関係者

からも，本件交付要件を満たさないまま本件補助金申請に及ぶことについ

て度重なり反対されているにもかかわらず，本件補助金申請に及ぶ意図を

強固に有していたものと認められる。  

 Ｂと被告人らとの間の意思連絡等の状況  

以上を踏まえ，Ｂと被告人らとの間の意思連絡等の状況について検討す

る。  

ア  Ｂとしては，被告人らに対して，本件交付要件を満たさないまま本

件補助金申請に及ぶ意図があることを伝える動機や契機もなかったといえ

る。なぜなら，本件における被告人らの役割は，前記第４の１のとおりで

あって，Ｄとの交渉には全く関わりがなく，a 町施設の所有権の帰属を知ら

なくても，これらの役割を果たすことができるからである。  

そうすると，前記 のＢの強固な意図に加え，被告人が要件を満たさな

いまま本件補助金申請に及ぶことに反対する趣旨の発言を複数回していた

ことも考慮すれば，Ｂが，被告人が詳細を知ってなお反対し，本件補助金

申請が妨げられたり取り下げられたりする可能性を憂慮し，あえて被告人

らに対して a 町施設の所有権の帰属について伝えずに本件補助金申請に及

ぶ意図を有していた可能性がある。このことは，Ｂが，a 町施設に関して消

費税の還付を受けることを急いでいたこととも整合するものである。  

なお，この点につき，Ｂは，前記 のとおり，Ｊに対し，平成２７年３月

１３日に送信した電子メールで， a 町施設の売却が決まれば連絡するよう

に被告人から指示されたことを伝えているのみならず，とりあえずこのま

ま進めることになった旨を伝えている。一見すると，この電子メールから

は，Ｂが被告人らとの間で，a 町施設を売却してもなお本件補助金申請に及

ぶ方針を共有したのではないかとみる余地もないではない。しかしながら，
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前記第４ のとおり，これに先立ち，被告人は本件交付要件を満たさ

ない補助金申請について取り下げる必要性に言及しており，それに対し，

Ｂははぐらかすような応答をしていたところであり，実際にも，Ｂから被

告人らに対して a 町施設の売却があったことが報告された証跡はない。そ

うすると，このような電子メールの存在から，被告人がＢと同じ認識を共

有していたと直ちに認めることはできず，むしろ，あくまで本件補助金申

請を目指しているのはＢであり，被告人からは売却があればこれを報告す

るよう求められていたにもかかわらず，被告人らに対しては売却について

知らせなかった可能性がある。  

イ  この点に関する検察官の主張について検討しておく。  

 検察官は，Ｂが，前記 のとおり，平成２７年１月２０日

頃，被告人らに対して，体裁を整えて補助金を申請する旨述べるなどして

おり，被告人らが，本件交付要件を満たさないことについて未必的認識を

有していながら，何らＢの本件補助金申請に向けた行動を制止するような

言動に出ていなかったことを指摘する。  

しかしながら，被告人が本件交付要件を満たしていないことを未必的に

認識するに至ったとしても，そのことをもって被告人がＢにおいて本件交

付要件を満たさないまま本件補助金申請に及ぶ（すなわち詐欺行為に及ぶ）

意思を有していると認識し，両名間で詐欺の意思連絡が成立したというこ

とはできない。また，その後何らＢの行動を制止するような言動に出てい

なかったことは，意思連絡の成立を推認させるものではない。以下，詳述

する。  

まず，本件交付要件は必ずしも単純なものではない上，現代社会におい

てはファイナンスの実務が深化し，資金調達に関して様々な法的スキーム

が構築されているのであるから，本件のようにＡの資金繰りの要請をかな

えつつ，Ａが a 町施設の所有権を有し，その操業を行うなどのスキームを
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構築しようとすることも全く考えられないものではない。  

現に，被告人は，Ｂに対し，本件交付要件を満たさないまま本件補助金

の交付申請に及ぶことに反対する発言をしており，Ａにおいては資金繰り

が急務であったのであるから，まずはＢが本件補助金申請に及ぶに当たり

本件交付要件を満たして支給を受けることができるよう模索すると考えて

いたとみるのが自然である。  

このような観点から，「体裁を整える」との発言の意味を分析しても，非

常に多義的なものであるといわざるを得ない。すなわち，「体裁を整える」

とは，本件交付要件を満たさないにもかかわらずこれが満たされているよ

うに装うとの意味も考えられるが，本件交付要件を満たし，正当な理由に

基づくものになるよう権利関係を正当に整理するとの意味も十分にあり得

るところである。そして，少なくとも被告人において，そのように権利関

係を整理した上で本件補助金申請に及ぶ趣旨でＢがこのような発言をした

と理解したとも十分に考えられる。そうすると，被告人が，この発言につ

いて，本件交付要件等を満たさないまま本件補助金申請に及ぶことを意味

するものと理解したと認めるには，なお合理的な疑いが残る。  

このように，被告人がＢの行動を制止するような言動に出ていなかった

のは，上記のとおり，Ｂが権利関係を正当に整理し，本件交付要件を満た

すようになったものと考えていたからであるとも理解できるところであり，

このことをもってＢの行動を認容していたとみることはできないし，被告

人とＢとの間で本件交付要件を満たさないまま本件補助金申請に及ぶ旨意

思を通じていた上でのものであるとみることもできない。  

 検察官は，前記第４の１ ，被告人が，Ｂから本件譲渡担

保契約書と同旨のものを見せられた際，これほど一方に都合のよい契約書

に判を押してもらえるのか，と述べたことも指摘する。すなわち，この被

告人の発言は，本件譲渡担保契約書が本件交付要件を仮装するための内容
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虚偽のものであることを前提としており，Ａにのみ有利な内容であるから，

Ｄがそのような外形を作出することに躊躇するのではないかとの趣旨であ

って，本件譲渡担保契約書の内容が虚偽であることを知っていたはずであ

るというのである。  

しかしながら，この点に関する検察官の主張は，本件交付要件を満たさ

ないことについての認識には関係するが，本件交付要件を満たさないまま

本件補助金申請に及ぶことについての意思連絡に直接関連するものではな

い。この点を措くとしても，「判を押してもらえるのか」という表現は，外

形を作出することに応じてもらえるのかという意味よりも，「契約を締結し

てもらえるのか」という意味で用いられることがむしろ通常であるし，一

方に都合がよいという理由で判を押してもらえるのか心配するのは，その

契約書どおりの契約が実際に締結されることを念頭に置いているからこそ

のものであったとみる方が自然である。  

また，本件譲渡担保契約書は，Ａにおいて資金調達の見込みがあるとい

う外形を作出することを目的に作成されたものであり，Ｂが被告人に本件

譲渡担保契約書と同旨のものを示したのも，Ａの資金調達の見込みを示す

ためでもあったと考えられる。そして，本件譲渡担保契約書における立替

金の支払については理解が比較的容易であるとしても，これにより a 町施

設の所有権の帰属がいかなるものになるのか，また，本件交付要件を満た

すことになるのか否かは，譲渡担保における所有権の帰属について民法学

上も様々な議論があることを踏まえると，その文言のみから一義的に理解

することは容易ではない。  

そうすると，上記の被告人の発言は，本件譲渡担保契約書によってＡが

a 町施設の所有権を手放すことなく資金調達することが可能になることを

前提に，それが本当に実現するかという点について疑問を表明したもので

あるとみる余地が多分にある。加えて， この際
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も，被告人は，Ｂに対し，本件交付要件を満たさないまま本件補助金申請

に及ぶことに反対する趣旨の発言をしている。  

よって，上記被告人の発言は， Ｂが本件交付要件を満たす

ことを前提に本件補助金の交付申請に及ぶことを模索していると認識しつ

つされたものである可能性があるから，この発言から，被告人とＢとの意

思連絡を認めることはできない。  

 さらに，検察官は，平成２９年９月に本件に関する捜索を受けた際

のこととして，被告人らとＢの間で a 町施設はＡのものだという前提で話

をしていく旨の話合いをしたことを指摘し，これも，本件詐欺の意思連絡

があったことを推認させる事情であると主張する。  

しかしながら，上記捜索以後のやり取りとしては，被告人がＢに対し何

をしたのかを問い質し，これに対し，Ｂが弁護士等に相談して問題なく申

請が通っているなどと答えたこともうかがわれる。これらを一体的にみる

と，この捜索を機に，被告人はＢによる本件補助金申請が不正を疑われる

ものであった可能性を認識するに至り，その後の対応について，被告人も

Ｂに話を合わせることにしたとみることができ，本件補助金申請がなされ

た当時被告人とＢとの間に詐欺の意思連絡があったことを推認させるもの

とはいえない。  

ウ  以上のとおり，控訴審が指摘するとおり，被告人は，Ｂの発言を聞

くなどしたそれぞれの時期において本件交付要件を満たしていないことの

未必的認識は有していたと認められる。しかしながら，被告人はＢが本件

交付要件を満たさないまま申請に及ぶことには反対する意思を表明し続け

ていたのであり，被告人とＢとの間で本件補助金申請に及ぶ意思連絡があ

ったと認めることはできず，加えて，その後被告人がＢの本件補助金申請

を制止することがなかった点も，被告人としてはＢが本件交付要件を満た

すよう模索した上での行動と考えていたとみる余地があるから，詐欺の意
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思連絡や詐欺の故意を疑いなく推認させるものとはいえない。そして，こ

れ以外に，Ｂが，被告人に対し，直接的か間接的かにかかわらず，また，明

示か黙示かにかかわらず，本件交付要件を満たさないまま本件補助金申請

に及ぶ意向であることを前提とした言動に及んでいたことを認めるに足り

る証拠はない。  

 以上により，被告人が本件補助金申請に反対する趣旨の発言をした

後，平成２７年９月２９日に申請がされるまでの間に，本件交付要件を満

たさないまま本件補助金申請ないしその準備が継続されていることを知っ

ていたと認定することはできない。  

２  被告人が本件補助金申請に関与していたことの意味合い  

 被告人の本件補助金申請の関与については，次のとおりであったと

認められる。  

ア  被告人らは，前記 のとおり，平成２６年４月頃以降，石

狩振興局の担当者から，補助金の申請手続や交付要件等の詳細な情報の提

供を受けるとともに事務的な打合せを進め，Ｂに報告するなどしていた。  

イ  Ｃは，平成２７年１月２９日，石狩振興局の担当者から，本件交付

要件の一つである関係市町村の支援が得られているか否かについての確認

を受け，被告人らは，Ｂの依頼を受けて，a 町等の担当者との交渉に当たっ

た。   

ウ  本件補助金申請において，平成２７年３月２３日以降，Ｂが，工事

着手及び完成に関する所要の届出をし，その後申請書の作成，提出手続そ

のものに当たっており，石狩振興局の担当者との対応もＢが行うようにな

っており，石狩振興局の担当者が，Ｃ及びＢの両名に対し，問合せの電子

メールを送信しても，Ｂが同担当者に対して回答を送信していた。   

 被告人は， Ｅ公庫との交渉や，本件補助金

申請に及ぶ前段階での行政機関に対する照会，調整等に携わっていたもの
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の，a 町施設の帰属やその運営に関してはほとんど関与しておらず，これら

を前提とする資料の作成，提出に関与したものでもない。  

 よって，被告人が本件補助金申請に関与していたのも，Ｂが申請時

には本件交付要件が満たされるよう調整をつけることを前提としたもので

あった可能性が残る。したがって，被告人とＢとの間で虚偽の内容を申告

して本件補助金を不正に受給することまで意思の連絡があったことを推認

させるものではない。  

３  折半の合意の存在が，本件詐欺の意思連絡との関係でどのような意

味合いを有しているのかについて  

 関係各証拠によれば，次の事実が認められる。  

ア  被告人らは，平成２６年１１月５日，農業生産法人として，Ｃを代

表取締役とする株式会社Ｌ（以下「Ｌ」という。）の設立登記手続を行った。

被告人らは，平成２７年２月１０日頃，Ｌのため，北海道石狩郡ｄ町所在

の土地を購入する契約を締結し，同月１８日までに内金を支払ったものの，

その残代金の支払に充てる原資として目ぼしいものは，本件に係る報酬以

外になかった。  

イ  被告人らは，平成２７年３月頃までに，Ｂとの間で，被告人らが取

締役を務める株式会社Ｍ（以下「Ｍ」という。）が補助金額の約半分相当の

報酬を受け取ることを合意した（折半の合意）。被告人らは，同年３月頃，

折半の合意を前提に，購入を予定していた土地の売主等に示す目的で，Ｍ

がＡに対し３１５０万円の請負代金債権を有するとの虚偽の契約書（以下

「本件虚偽契約書」という。）を作成した。  

 検察官は，当審において，意思連絡を認定するための重要な間接事

実として，折半の合意に加え，本件補助金を土地購入資金の一部に充てる

に至った経緯を指摘し，このような経緯が意思連絡の動機になるとして，

その意思連絡を推認させる旨主張する。  
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これらの事情は，被告人において，本件補助金のうち一部を取得する動

機やその必要があったことを一応推認させ得るものではある。しかしなが

ら，折半の合意は，もともと，a 町施設を開設，稼働させることによる正当

な補助金の受給を前提とするものであるとも考えられるところである。被

告人にとって報酬の取得が重要なものであった（検察官は最重要関心事項

かつ死活問題であったという。）とすれば，本件交付要件を満たさないまま

不正な申請に及ぶ動機，誘因となり得るところではあるが，そのような動

機，誘因としての推認力は必ずしも強くない。また，前記

のとおり，被告人はＢに対して本件交付要件を満たさないまま本件補助

金申請に及ぶことに反対する意思を繰り返し表明していたところである。  

そうすると，折半の合意は，本件補助金が正当に支払われるものである

ことを前提としたものであったのではないかとの合理的な疑いがなお残る

から，被告人とＢとの間で虚偽の内容を申告して本件補助金を不正に受給

することまで意思の連絡があったことを推認させるものではない。検察官

のこの点に関する主張は，仮に意思連絡が認められた場合には正犯意思を

推認させるものであるとはいえ，当審で問題となっている被告人とＢとの

意思連絡を推認させるものとはいえない。  

４  半額の送金の存在が，本件詐欺の意思連絡との関係でどのような意

味合いを有しているのかについて  

 関係証拠によれば，次の事実が認められる。  

ア  Ｂは，平成２７年１０月２９日，本件補助金が支給される見通しと

なったことから，折半の合意を受け，Ｃに対し，請求書（もっとも，ＭがＤ

に対して工事代金として請求する内容とされている。）の案文を送付した。

Ｃは，その内容を被告人に報告した上で，請求書に捺印し，Ｄに送付した。  

イ  翌３０日，ＡからＤ名義の口座を介してＭ名義の口座に２９７８万

８５００円が振込送金された（半額の送金）。被告人らは，同年１１月４日，
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これを原資として，前記 売主に対し，前記の残代金を支払った。  

 検察官は，被告人らによる本件補助金の受領状況及びその一部を土

地購入資金に充てた状況を指摘した上，半額の送金には，共に内容虚偽の

本件補助金申請をしたことに対する報酬の意味合いがあり，被告人とＢと

の意思連絡を推認させると主張するものと解される。そこで，半額の送金

の事実が，本件詐欺の意思連絡との関係でどのような意味合いを有してい

るのか検討する。  

 この点，被告人は，Ａから，本件両太陽光発電施設の建設に関する

概算費用の１２億円の４パーセントに当たる４８００万円を報酬として受

領することになっていたところ，それまでに受領していた報酬の残額につ

いて， イのとおり本件虚偽契約書により明らかにしていた旨供述

する。  

 一般に，不正な行為で得た金額の半額を実行者から受け取ったとい

う事実は，不正行為の報酬又は分け前を受け取ったと考えられるという意

味で，実行者と意思連絡があったことを推認させ得るものではある。しか

し，被告人は，Ｂから依頼を受けていた資金繰りについて前記第４の１の

とおり一定の成果を上げていた。被告人の述べる報酬は高額とも思えるが，

融資を受けるための交渉をとってみても，その方法には様々なものがあり

得，被告人によってこそ可能な仕事も想定できるところであるし，本件補

助金申請に先立つ石狩振興局との事前折衝及び市町村支援の取付け並びに

国有地の払下げ等における被告人らの労力も無視できない。よって，実現

すべき事業規模の約４パーセントという報酬も，高額に過ぎてあり得ない

金額とまではいえない。また，被告人がＡから半額の送金の前に１４５０

万円（これは，実際に融資を受けた３億６０００万円の約４パーセントに

相当する。）を受領していることも，被告人の述べるような報酬の支払合意

があったことを推認させる。そうすると，被告人には，Ａから，本件補助
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金申請が不正なものであるかとは無関係に，報酬の残額（３３５０万円）

として，折半の合意により本件補助金の半額に近い金額を受け取る理由が

あった可能性がある。  

また，半額の送金の前後の連絡状況を見ても，詐欺行為による報酬であ

ることをうかがわせる事実は見当たらない。この点，本件虚偽契約書が作

成されていることから，被告人に本件補助金申請に関連してＡから送金を

受けた事実を隠蔽したいという心情があったのではないかが問題にはなる。

しかし，被告人は，本件虚偽契約書を作成したのは農業生産法人としての

承認を受ける過程で農業委員会にＡに対し債権を有していることを示すた

めに作成されたものであると述べるところ，実際に本件虚偽契約書が農業

委員会に提出されたことからすると，これを否定する理由はない。そして，

そのような目的で作成されたのであれば，実際には報酬であるが，Ａの頼

みもあり名目は工事代金としたという被告人の説明も，不合理とはいえな

い。  

よって，半額の送金の事実について検討しても，本件補助金が正当に支

払われることを前提に合意された報酬が支払われたにすぎないものではな

いかとの合理的な疑いがなお残る。  

５  小括  

これまでの検討によれば，検察官が主張する事実を踏まえても，これら

は，被告人が本件交付要件を満たさないまま本件補助金申請に及ぶことに

反対する趣旨の発言をしていながら，Ｂとの間で，そのような申請に及ぶ

ことについて，犯意を相互に認識していた，すなわち意思連絡が存在した

ことが推認されるものではなく，他にそのような推認を基礎付ける事情が

十分には見当たらない。  

第６  結論  

以上によれば，当審において，控訴審判決の指摘に基づいて証拠調べを
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行ったものの，控訴審判決が指摘する「被告人が本件補助金申請に反対す

る趣旨の発言をしていながら，Ｂとの間で詐欺の意思連絡がされたことを

認定するための重要な事実」について検察官の立証がされたとはいえず，

差戻し前の第一審及び当審において取り調べた証拠を総合しても，被告人

とＢとの間で詐欺行為に及ぶ意思連絡がされたこと及びそれを前提に被告

人において詐欺の故意があったことを認めるにはなお合理的疑いが残ると

いえる。  

よって，本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるから，刑

訴法３３６条により被告人に対し無罪の言渡しをする。  

（求刑  懲役４年）  

  令和２年５月１８日  

    札幌地方裁判所刑事第１部  

 

裁判官    宮   原   翔   子      

 

裁判長裁判官島戸純及び裁判官平手健太郎は，いずれも差支えのため署

名押印できない。  

 

裁判官    宮   原   翔   子      

 


